
 
 
 
 
 
 

資料９ 

 

住居地の届出等に

係る市区町村窓口

の運用について 

（法務省提供資料） 



①申請者と在留カード等の券面
顔写真を確認 

本人確認 

②在留カード等の券面情報とＩ
Ｃチップの情報を確認 

偽変造確認 

③在留カード等の券面に住居地情
報を記載（裏書き） 

裏書きの上返却 

在留カード等の券面への住居地記載（裏書き）に係る事務の流れ（イメージ） 

① ② ③ 

・①（本人確認）及び③（裏書き）は，全ての住居地届出等について実施いただく
必要があると考えている。 

・他方，②（ＩＣカード取扱端末を利用した偽変造確認）については，全ての住居
地届出等について実施するのではなく，届出や在留カード等の真正性に疑義が
ある場合に実施いただくことを検討している。 

→ 住居地の届出を受け付ける本庁／支所／出張所等の各拠点ごとに１台，  
ＩＣカード取扱端末及びリーダ／ライタを法務省から配布する方向で検討中。 

今後の方向性 

（※）詳細は実務研究会（第10回）資料１－①，②等を参照。 
   http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_ikou/38686.html 

住居地の届出等に係る市区町村（支所・出張所等を含む。）窓口の運用について 

届出年月日 記載者印

住居地記載欄
住居地

資格外活動許可欄 在留期間更新等許可申請欄

許可：原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く 在留資格変更許可申請中

東京都千代田区長2014年12月1日 東京都千代田区霞ヶ関１丁目１－１
日


